
　[今後の計画]

　（２）自転車安全利用TOKYOキャンペーンの実施

　（３）令和２年TOKYO交通安全キャンペーンの実施

　（４）スタントマンを使った交通安全教室（※スケアード・ストレイト方式）

　　・令和２年度は、１２月に都立橘高等学校で実施しました。

　　・今年度は、６月２日に都立墨田川高校で実施しました。

令和３年全国交通安全運動や墨田区の交通事故防止の取組み等について

　 ※スケアード・ストレイトとは、事故現場を再現し、事故の恐怖を実感することで、

　　  それにつながる危険行為を未然に防ぐ教育手法です。

１　令和３年春の全国交通安全運動（４月６日（火）～１５日（木）までの１０日間）

　（５）放置自転車・放置二輪車の撲滅（墨田区の重点項目）

　　令和３年秋の全国交通安全運動は９月２１日（火）～３０日（木）までの１０日間の予定

　　  年々、錦糸町駅の放置自転車数は減少していますが、未だ放置自転車が見受けられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令 和 3 年 7 月 14 日

土木管理課交通安全担当

 〔運動の重点項目〕

　（１）子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

　（２）自転車の安全利用の推進

　（３）歩行者の保護を始めとする安全運転意識の向上

２　墨田区の交通事故防止の取組み　　　　　　　　　　　　　　　

　　・５月は自転車安全利用の推進月間であり、自転車事故減少のためにキャンペーンを実施しました。

    　錦糸公園前や堤通公園等、子どもと保護者を中心に、警察と協力して自転車の安全利用を啓発しました。

　　　交通安全を呼び掛けました。

　（５）その他の啓発活動

　　・令和２年７月１６日に区役所通りを通行する自転車利用者に、自転車走行レーン利用啓発活動を実施しました。

　　・今年度、区内小学校の４年生に反射材付きリストバンドを配布予定です。

　（４）二輪車の交通事故防止（東京都の重点項目）

  （１）放置自転車クリーンキャンペーン

　　・令和２年１０月に実施した都内の放置自転車等台数調査において、錦糸町駅周

　　　います。

　　・平成２５年度の都内ワースト１位になった７８２台と比較すると大幅に減少しました。

　　・地域や企業、警察や区が一緒に主要駅周辺で放置自転車の防止を呼び掛けて

　　・今年１０月に錦糸公園で開催する「すみだまつり・こどもまつり」で自転車マナーの啓発活動を実施予定です。

　　　増加しています。また、年末は交通事故が多発する時期のため、警察と協力して

　　  辺の放置自転車等の台数は９５台でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・令和２年１２月２日に隅田公園でTOKYO交通安全キャンペーンを実施しました。

　　  令和２年は、前年と比較すると交通事故件数は減少しましたが、死者数は大幅に

　　・１０月下旬　　錦糸町駅周辺と東向島駅周辺（東京都の第３８回駅前放置自転車クリーンキャンペーンの一環）

　　・１２月下旬　　錦糸町駅周辺と曳舟駅周辺と両国駅周辺（区主催の職員クリーンアップキャンペーンに合わせて実施）

　　　引き続きキャンペーンを通じて自転車利用マナーの啓発を行います。

放置自転車クリーンキャンペーン
（令和２年１０月錦糸町駅前）

スケアード・ストレイトの様子

（令和３年６月都立墨田川高等学校）

自転車安全教室の様子

（令和２年１２月隅田公園での様子）
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